
＝
資
料
紹
介
＝
 
 

改
正
税
法
の
す
べ
て
 
昭
和
二
〇
年
 
亜
 

井
 
上
一
 
 
 



三
、
税
務
行
政
簡
素
化
の
た
め
の
改
正
 
 

二
、
税
制
の
適
正
化
に
つ
い
て
 
 

一
、
戦
時
緊
急
措
置
的
租
税
立
法
の
必
然
性
 
 
 

戦
時
緊
急
措
置
関
係
法
令
 
 

税
制
の
適
正
化
に
関
す
る
勅
令
の
解
説
 
 

－
 
戦
時
緊
急
措
置
租
税
立
法
1
 
 

税
制
適
正
化
に
関
す
る
勅
令
の
説
明
 
 

戦
時
緊
急
措
置
法
二
基
ク
税
制
ノ
適
正
化
二
関
ス
ル
件
施
行
方
 
 

戦
時
緊
急
措
置
法
二
基
ク
税
制
ノ
適
正
化
二
関
ス
ル
件
 
 

五 五 五 五 五 五 五 五  
セ セ 六 六 六 六 五 五  
六 一 九 八 五 ○ 九 七   



一
戦
時
緊
急
措
置
的
租
税
立
法
の
必
然
性
 
 

昭
和
二
〇
（
「
九
四
五
）
年
三
月
一
〇
日
の
東
京
空
襲
は
、
わ
が
国
の
戦
闘
攻
撃
態
勢
の
限
界
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
同
 
 

年
四
月
一
日
に
は
沖
縄
戦
の
開
始
を
告
げ
る
日
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
戟
闘
攻
撃
態
勢
の
劣
悪
化
が
証
明
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
年
 
 

五
月
二
五
日
の
東
京
空
襲
ほ
、
戦
力
の
限
界
と
、
帝
都
の
機
能
の
低
下
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。
 
 
 

戦
時
体
制
の
匝
限
化
状
況
が
進
む
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
を
決
定
的
に
な
ら
し
め
た
も
の
は
は
か
で
も
な
く
六
月
六
日
の
戦
争
指
導
会
議
 
 

に
お
け
る
本
土
決
戦
断
行
の
議
案
採
択
、
八
日
の
御
前
会
議
に
お
け
る
最
高
戦
争
指
導
会
議
の
戦
争
括
導
大
綱
の
採
択
で
あ
っ
た
1
 
 
 

要
す
る
に
本
土
決
戦
の
敢
行
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
内
政
の
地
方
化
又
は
本
土
分
断
に
よ
る
も
内
政
の
確
保
と
い
う
点
か
ら
、
地
方
分
 
 

割
或
は
権
限
の
分
化
が
意
図
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

右
の
意
味
に
お
け
る
官
庁
の
地
方
分
割
は
、
官
制
大
権
に
も
と
ず
き
、
地
方
総
監
府
が
創
設
さ
れ
「
つ
づ
い
て
、
さ
き
に
み
た
戦
時
緊
 
 

急
掛
置
法
の
制
定
公
布
に
よ
り
、
官
庁
に
対
し
国
家
総
動
員
法
を
上
ま
わ
る
大
幅
な
授
権
が
行
わ
れ
た
。
税
制
に
つ
い
て
も
、
こ
の
戟
時
 
 

（
1
）
 
 

緊
急
措
置
の
例
外
で
ほ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
り
「
税
制
の
適
正
化
」
が
は
か
ら
れ
、
ま
た
大
蔵
省
に
お
い
て
は
、
「
大
蔵
 
 

大
臣
二
属
ス
ル
許
可
認
可
等
ノ
職
権
ノ
一
部
ヲ
財
務
局
長
ヲ
シ
テ
行
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
ス
ル
等
ノ
大
蔵
大
臣
ノ
職
権
ノ
特
例
二
関
ス
ル
件
 
 

（
昭
二
〇
・
七
二
面
勅
令
第
四
二
六
号
）
」
を
、
つ
づ
い
て
「
大
蔵
省
関
係
許
可
認
可
等
臨
時
措
置
令
施
行
規
則
中
改
正
ノ
件
（
昭
二
 
 

〇
・
七
二
云
大
蔵
省
令
第
六
五
号
）
」
も
公
布
、
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

税
制
、
行
政
機
構
の
一
体
的
政
策
に
よ
り
、
戦
時
緊
急
時
の
行
政
確
保
の
手
だ
て
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
税
制
の
適
正
化
↑
に
つ
い
て
は
前
号
で
も
そ
の
一
端
を
述
べ
て
お
い
て
（
一
八
号
六
一
五
頁
以
下
参
照
）
が
、
以
下
に
お
い
て
、
若
 
 

五
五
七
 
 
 



干
の
解
説
を
加
え
、
関
係
法
令
を
も
示
し
て
お
く
。
 
 
 

財
団
法
人
日
本
税
務
協
会
「
月
刊
会
報
第
七
・
八
合
併
号
」
 
（
昭
l
一
〇
・
六
二
二
〇
刊
）
の
巻
頭
言
は
、
「
戦
局
重
大
化
に
直
面
し
 
 

て
」
と
題
し
て
、
当
時
の
社
会
状
勢
を
背
景
と
し
て
、
戦
時
緊
急
措
置
法
制
定
の
意
味
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
 
 
 

大
東
亜
戦
争
よ
り
北
支
事
変
ま
で
遡
れ
ば
既
に
八
年
、
此
の
間
計
上
さ
れ
た
戦
費
は
、
今
更
天
文
学
的
数
字
な
ど
と
驚
く
に
足
ら
ぬ
 
 

が
、
臨
時
軍
事
費
特
別
会
計
昭
和
二
〇
年
度
現
額
は
二
千
二
百
二
十
一
億
円
を
示
し
て
居
る
。
 
 
 

之
を
世
間
に
伝
え
ら
れ
る
戦
費
、
日
清
戦
争
の
二
億
円
、
日
露
戦
争
の
十
七
億
円
に
比
較
す
る
時
、
各
其
当
時
の
財
政
規
模
、
貨
幣
価
 
 

値
等
諸
般
の
相
違
、
較
差
の
存
す
る
こ
と
勿
論
乍
ら
、
今
次
大
戦
が
将
来
吾
々
国
民
に
要
請
す
る
所
、
果
し
て
何
物
か
、
幾
何
か
と
念
を
 
 

押
し
慶
く
な
る
。
臨
時
軍
事
費
特
別
会
計
予
算
現
額
は
、
既
に
二
千
二
百
二
十
一
億
円
を
算
し
た
が
、
戦
局
の
進
展
に
伴
い
、
今
後
更
 
 

（
シ
ャ
コ
）
 
に
飛
躍
的
に
増
嵩
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
賛
言
を
保
た
ぬ
。
這
個
の
主
要
財
源
の
一
た
る
国
税
を
見
る
に
、
北
支
事
変
勃
発
当
時
の
昭
和
 
 

一
二
年
度
以
降
昭
和
二
〇
年
度
迄
に
、
臨
時
軍
事
費
特
別
会
計
の
財
源
と
し
て
行
わ
れ
た
る
増
税
額
は
合
計
八
十
六
億
六
千
余
万
円
（
国
 
 

税
総
額
は
昭
和
一
二
年
度
十
五
億
九
千
余
万
円
よ
り
数
次
の
増
税
に
依
っ
て
昭
和
二
〇
年
度
育
三
十
六
億
六
千
余
万
円
に
膨
脹
）
と
し
て
 
 

計
上
さ
れ
て
居
る
。
結
局
之
を
彼
の
臨
時
軍
事
費
特
別
会
計
現
額
に
対
比
す
れ
ば
、
他
に
考
慮
す
べ
き
点
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
次
大
戦
 
 

の
戦
費
も
其
相
当
割
合
が
公
債
に
依
っ
て
賄
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
容
易
に
窺
知
出
来
る
。
従
前
、
戦
費
は
可
及
的
多
額
を
増
税
に
依
 
 

っ
て
賄
う
べ
く
、
公
債
増
発
は
努
め
て
抑
制
す
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
来
っ
た
。
其
主
な
る
理
由
は
、
公
債
は
其
負
担
を
後
代
の
子
孫
に
 
 

残
す
か
ら
と
云
う
に
在
っ
た
け
れ
ど
も
、
現
在
で
は
苛
も
国
民
所
得
に
関
す
る
隈
、
戦
費
は
租
税
に
依
る
と
公
債
に
依
る
と
を
問
わ
ず
、
 
 

稔
て
現
代
の
生
産
力
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
屠
る
。
兎
に
角
、
外
債
募
集
の
問
題
の
な
い
今
次
大
戟
の
戦
費
た
る
公
債
 
 
 



は
、
当
に
吾
々
現
代
の
一
億
国
民
の
国
民
所
得
を
以
て
消
化
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
決
し
て
累
を
後
代
の
子
孫
に
な
ぞ
と
の
問
題
を
生
 
 

ぜ
し
め
て
は
相
済
ま
ぬ
。
 
 
 

今
や
戦
局
の
重
大
化
は
、
税
務
行
政
の
面
に
於
て
も
、
運
営
機
構
将
又
賦
課
徴
収
技
術
上
、
断
然
旧
套
も
蝉
脱
す
る
の
必
要
が
あ
ろ
 
 

う
。
畢
克
総
て
が
簡
素
化
の
一
語
に
轟
き
る
町
で
あ
る
。
即
ち
今
次
第
八
十
七
回
臨
時
議
会
の
戦
時
緊
急
措
置
法
も
此
間
の
要
請
に
基
け
 
 

る
も
の
と
推
知
し
て
宜
歎
し
か
ろ
う
。
′
（
以
下
略
）
 
 
 

（
1
）
 
拙
著
「
租
税
行
政
史
・
終
戦
か
ら
占
領
初
期
ま
で
」
中
央
経
済
社
 
昭
和
五
五
年
、
第
〓
早
四
・
五
・
六
〔
節
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

二
、
税
制
の
適
正
化
に
つ
い
て
 
 

戦
時
緊
急
措
置
法
の
議
会
審
議
の
模
様
に
つ
い
て
は
、
前
号
で
触
れ
た
。
そ
し
て
、
本
法
は
昭
和
二
〇
年
六
月
二
三
日
に
施
行
さ
れ
 
 

た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
政
府
で
は
、
同
年
七
月
一
一
日
、
「
税
制
の
適
正
化
に
関
す
る
要
綱
」
を
閣
議
に
お
い
て
決
定
し
た
。
 
 

昭
和
二
〇
年
戦
時
緊
急
措
置
法
に
基
ず
く
税
制
の
適
正
化
に
関
す
る
要
綱
 
 

H
 
配
当
利
子
特
別
税
、
外
貨
債
樽
別
税
、
建
築
税
、
有
価
証
券
移
転
税
、
電
気
ガ
ス
税
、
広
告
税
、
馬
券
税
及
び
印
紙
税
の
課
税
を
 
 
 

一
時
停
止
す
る
こ
と
。
 
 
 

0
 
新
興
所
得
階
層
等
所
得
又
は
純
益
等
の
激
増
者
に
対
し
予
算
課
税
を
な
し
得
る
こ
と
と
し
た
こ
と
及
び
こ
れ
に
伴
う
減
額
更
訂
の
 
 
 

途
を
招
い
た
こ
と
。
 
 
 

臼
 
甲
種
の
勤
労
所
得
に
対
す
る
分
類
所
得
税
の
端
数
計
算
並
び
に
そ
の
徴
収
及
び
払
込
に
閲
し
簡
易
な
方
法
も
採
用
し
た
こ
と
。
 
 

五
五
九
 
 
 



税
制
の
適
正
化
の
要
請
に
よ
り
、
適
正
化
の
方
向
が
閣
議
決
定
に
よ
り
明
ら
か
と
な
り
、
す
す
ん
で
、
戦
時
緊
急
措
置
法
第
一
粂
第
五
 
 

号
及
び
同
法
施
行
令
第
一
条
第
二
項
に
よ
り
、
「
戦
時
緊
急
措
置
法
二
基
ク
税
制
ノ
適
正
化
二
関
ス
ル
件
」
ノ
制
定
へ
と
推
移
し
た
。
 
 
 

財
団
法
人
日
本
磯
務
協
会
「
月
刊
会
報
 
第
九
二
〇
合
併
号
」
 
（
昭
二
〇
・
八
二
l
一
〇
刊
）
七
真
に
、
「
税
制
適
正
化
に
関
す
る
勅
 
 

令
の
解
明
」
と
題
し
て
、
同
勅
令
の
制
定
理
由
を
掲
載
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
制
定
理
由
は
、
同
会
報
、
締
集
後
記
に
よ
る
と
、
大
 
 

蔵
当
局
発
表
と
あ
る
。
但
し
、
発
表
の
日
時
、
場
所
等
は
不
明
で
あ
る
。
数
少
な
い
「
解
説
」
セ
あ
る
の
で
、
労
を
い
と
わ
ず
、
次
に
全
 
 

文
を
引
用
し
て
お
く
。
 
 

税
制
適
正
化
に
関
す
る
勅
令
の
説
明
 

戦
時
緊
急
措
置
法
に
基
く
税
制
の
適
正
化
に
関
す
る
勅
令
の
内
容
に
付
き
ま
し
て
簡
単
に
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。
 
 
 

先
ず
第
一
は
本
要
綱
の
法
的
根
拠
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
本
数
令
要
綱
に
定
め
て
居
り
ま
す
所
は
、
戦
時
緊
急
措
置
 
 
 

五
六
〇
 
 

輯
 
酒
税
、
清
涼
飲
料
税
、
砂
糖
消
費
税
、
物
品
税
、
遊
興
飲
食
税
、
、
入
場
税
、
特
別
入
場
税
及
び
特
別
行
為
税
に
つ
き
申
告
納
税
制
 
 
 

度
を
創
設
し
た
こ
と
並
び
に
納
付
期
日
の
延
長
及
び
徴
収
補
助
団
体
代
表
者
の
徴
税
額
取
り
ま
と
め
を
認
め
た
こ
と
。
 
 

回
 
遊
興
飲
食
税
に
つ
き
納
税
切
符
の
使
用
を
停
止
す
る
こ
と
。
 
 

こ
れ
に
よ
り
、
ソ
初
年
度
、
平
年
度
の
減
収
見
込
を
次
の
と
お
り
算
定
し
た
。
 
 

初
年
度
 
五
千
三
百
三
十
万
五
千
円
 
 

平
年
度
 
六
千
九
首
四
十
二
万
三
千
円
 
 



法
第
一
条
五
号
に
所
謂
税
制
の
適
正
化
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
同
法
の
施
行
令
第
一
条
第
二
項
に
依
り
ま
す
と
、
税
制
の
適
正
化
 
 

に
関
す
る
措
置
に
付
て
ほ
別
に
勅
令
を
以
て
定
む
る
旨
を
規
定
し
、
又
同
令
第
五
条
に
依
り
ま
す
と
、
同
法
第
一
条
の
規
定
に
基
い
て
発
 
 

す
る
命
令
に
は
同
条
の
娩
定
に
基
い
て
発
す
る
も
の
な
る
旨
を
明
示
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
て
居
り
ま
す
の
で
其
の
趣
旨
を
明
記
致
し
 
 

た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

第
二
は
配
当
利
子
特
別
税
、
外
貨
債
特
別
税
、
建
築
税
、
有
個
証
券
移
転
税
、
電
気
瓦
斯
税
、
広
告
覗
、
馬
券
税
及
印
紙
税
の
八
つ
の
 
 

楓
税
に
付
之
が
課
税
を
一
時
停
止
す
る
規
定
で
あ
り
ま
す
。
．
此
等
の
税
制
は
夫
々
各
税
法
に
依
っ
て
課
税
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
 
 

賦
課
徴
収
上
の
官
民
相
互
の
手
数
を
可
及
的
に
省
略
す
る
為
め
本
条
に
依
り
ま
し
て
其
の
適
用
を
停
止
し
課
税
せ
ざ
る
こ
と
に
相
成
る
次
 
 

第
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

第
三
は
所
謂
新
興
所
得
階
層
等
所
得
の
激
増
す
と
認
め
ら
る
る
老
に
対
す
る
課
税
に
付
、
前
年
の
実
績
に
代
え
其
の
年
の
予
算
に
依
り
 
 

所
得
を
計
算
し
得
る
こ
と
と
規
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
個
人
に
対
す
る
課
税
に
当
り
ま
し
て
は
分
顆
所
得
税
の
課
税
標
 
 

準
た
る
所
得
金
額
、
営
業
税
の
課
税
標
準
た
る
純
益
金
額
、
臨
時
利
得
税
の
課
税
の
基
礎
た
る
利
益
金
額
は
、
執
れ
も
前
年
の
実
績
に
依
 
 

り
計
算
す
る
こ
と
に
相
成
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
新
興
所
得
階
層
等
に
対
し
ま
し
て
は
時
局
下
一
層
負
担
力
に
適
応
し
徴
税
 
 

並
に
納
税
に
容
易
な
る
時
期
に
於
て
課
税
を
行
う
為
、
所
得
、
純
益
又
は
利
益
金
額
を
其
の
年
の
予
算
に
依
り
計
算
し
之
に
基
き
課
税
し
 
 

得
る
途
を
拓
い
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
予
算
課
税
を
行
う
を
適
当
と
す
る
新
興
所
得
階
層
等
を
如
何
な
る
範
囲
に
限
る
か
は
相
当
 
 

困
難
な
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
本
要
綱
に
於
て
は
甲
種
の
事
業
所
得
者
、
乙
種
事
業
所
得
老
及
不
動
産
所
得
者
に
限
る
こ
と
と
し
且
、
其
 
 

の
年
の
予
算
に
依
り
計
算
し
た
金
額
が
前
年
の
実
績
に
依
り
計
算
し
た
金
額
に
対
し
五
割
以
上
増
加
し
た
普
及
其
の
年
始
め
て
此
等
の
所
 
 

得
を
有
す
る
に
至
っ
た
者
を
之
に
該
当
す
る
老
と
規
定
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
税
務
署
長
は
現
下
の
情
勢
に
鑑
み
負
担
の
適
正
 
 

五
六
一
 



五
六
二
 
 

を
図
る
為
め
必
要
あ
り
と
認
む
る
場
合
に
於
て
は
本
条
に
依
り
実
績
に
依
ら
ず
し
て
予
算
に
依
る
こ
と
を
得
る
こ
と
と
致
し
た
の
で
あ
り
 
 

ま
す
。
 
 
 

第
四
は
新
興
所
得
階
層
等
に
対
し
負
担
の
適
正
を
図
る
為
課
税
手
続
上
応
機
の
措
置
を
講
じ
得
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
ま
 
 

す
。
即
ち
第
三
に
依
り
実
績
課
税
に
代
へ
て
予
算
課
税
に
依
り
得
る
途
が
拓
か
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
然
る
と
こ
ろ
、
所
得
金
額
等
の
 
 

決
定
は
原
則
と
し
て
五
月
末
日
と
相
成
つ
て
居
り
ま
す
の
で
、
六
月
以
後
に
於
て
所
得
の
激
増
す
と
認
め
ら
れ
る
る
場
合
に
於
て
は
、
当
 
 

該
所
得
の
状
況
に
応
じ
て
課
税
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
所
得
等
の
決
定
後
其
の
決
定
金
額
等
に
対
し
其
の
年
の
 
 

予
算
に
依
り
計
算
し
た
金
額
が
五
割
以
上
増
加
す
と
認
め
ら
る
る
老
に
対
し
て
は
其
年
中
は
所
得
調
査
委
員
会
の
調
査
に
依
ら
ず
し
て
増
 
 

加
部
分
の
所
得
、
純
益
又
ほ
利
得
金
額
を
決
定
す
る
こ
と
を
得
る
の
途
を
拓
い
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
 

次
に
増
加
せ
る
所
得
金
額
等
を
決
定
し
た
場
合
は
一
般
の
例
に
依
り
之
を
納
税
義
務
者
に
通
知
す
る
こ
と
と
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
 
 

が
、
決
定
に
異
議
あ
る
場
合
に
於
て
も
同
様
一
般
の
例
に
依
り
審
査
の
請
求
、
訴
膜
及
行
政
訴
訟
等
を
為
し
得
る
こ
と
と
致
し
た
の
で
あ
 
 

り
ま
す
。
 
 
 

第
五
は
第
三
又
は
第
四
に
依
り
予
算
課
税
を
受
け
た
老
に
対
し
て
は
、
其
の
翌
年
に
於
て
も
予
算
課
税
を
為
し
得
る
こ
と
と
し
所
得
の
 
 

激
変
す
る
場
合
の
負
担
の
適
正
を
図
る
為
適
切
な
る
課
税
を
行
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
第
五
に
依
り
予
算
課
税
を
致
し
 
 

ま
し
て
も
、
其
の
翌
年
ほ
原
則
に
復
帰
し
、
実
績
に
依
り
課
税
す
る
こ
と
に
致
し
て
居
り
ま
す
。
 
 
 

第
六
ほ
減
損
更
訂
即
ち
予
算
課
税
を
受
け
た
納
税
義
務
者
の
所
得
状
況
等
が
悪
化
し
た
場
合
の
救
済
規
定
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
予
算
課
 
 

税
を
受
け
た
其
の
年
の
実
績
金
額
が
決
定
金
額
に
対
し
三
割
以
上
減
少
し
た
場
合
は
実
績
に
依
り
課
税
を
更
訂
す
る
こ
と
と
致
し
た
の
で
 
 

あ
り
ま
す
。
但
し
相
続
、
贈
与
、
営
業
継
続
に
基
く
減
少
は
更
訂
の
事
由
に
は
致
さ
な
い
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
 
 
 



減
損
更
訂
を
受
け
ん
と
す
る
者
は
翌
年
一
月
三
一
日
迄
に
所
轄
税
務
署
に
対
し
申
請
を
要
す
る
こ
と
と
致
し
て
あ
り
ま
す
。
而
し
て
事
 
 

業
の
所
得
が
五
割
以
上
減
少
し
た
と
き
は
臨
時
租
税
措
置
法
第
一
粂
の
二
十
六
に
依
り
租
税
の
軽
減
が
認
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
 
 

が
、
減
損
更
訂
を
受
け
る
方
が
有
利
で
あ
り
ま
す
の
で
、
更
訂
の
場
合
は
措
置
法
の
軽
減
は
行
な
わ
な
い
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
 
 
 

第
七
は
綜
合
所
得
税
に
付
き
ま
し
て
も
所
得
の
激
増
す
と
認
め
ら
る
る
老
に
付
て
は
第
三
乃
至
第
六
に
於
て
述
べ
ま
し
た
分
類
所
得
税
 
 

の
例
に
依
り
、
予
算
に
依
り
課
税
標
準
額
を
計
算
し
決
定
後
に
於
て
所
得
調
査
委
員
会
の
調
査
に
依
ら
ず
し
て
随
時
増
加
部
分
の
決
定
を
 
 

行
い
又
は
減
損
更
訂
等
を
認
む
る
等
を
規
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

第
八
は
甲
種
の
勤
労
所
得
に
対
す
る
分
類
所
得
税
の
扶
養
家
族
控
除
は
毎
年
一
月
一
日
現
在
の
扶
養
家
族
数
に
依
っ
て
居
た
の
で
あ
り
 
 

ま
す
が
、
今
回
臨
時
家
族
手
当
の
支
給
を
受
く
る
扶
養
家
族
数
と
同
様
と
す
る
為
め
、
毎
月
一
日
現
在
の
家
族
数
に
依
り
控
除
せ
ん
と
す
 
 

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

第
九
は
甲
種
の
勤
労
所
得
に
対
す
る
分
類
所
得
税
の
端
数
計
算
を
簡
単
な
ら
し
む
る
規
定
で
あ
り
ま
す
。
現
在
は
一
銭
単
位
と
し
て
厘
 
 

位
は
切
捨
て
て
居
り
ま
し
た
が
多
数
の
納
税
者
に
対
す
る
税
額
計
算
及
支
払
上
の
便
宜
を
図
る
為
十
銭
単
位
と
し
十
銭
未
満
を
切
捨
て
ん
 
 

と
す
る
規
定
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

第
十
は
甲
種
の
勤
労
所
得
に
対
す
る
分
塀
所
得
税
の
払
込
の
簡
便
を
認
め
た
規
定
で
あ
り
ま
す
。
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
 
 

毎
月
十
日
迄
に
払
込
む
べ
き
税
金
を
三
月
分
以
内
を
取
纏
め
納
付
す
る
こ
と
を
得
る
よ
う
規
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

第
十
一
は
酒
税
、
清
涼
飲
料
税
、
砂
糖
特
別
消
費
税
、
物
品
税
、
遊
興
飲
食
税
、
入
場
税
、
特
別
入
場
税
及
特
別
行
為
税
に
付
て
申
告
 
 

納
税
制
虔
を
創
設
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

此
等
の
間
接
税
は
毎
月
分
の
課
税
標
準
額
を
翌
月
十
日
迄
に
申
告
し
、
其
の
税
金
は
税
務
署
長
の
納
税
告
知
に
依
っ
て
翌
月
末
日
迄
に
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五
六
四
 
 

納
付
す
る
こ
と
に
な
つ
て
屠
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
回
徴
収
手
続
の
簡
素
化
を
図
る
為
課
税
標
準
額
を
申
告
と
同
時
に
納
税
者
を
し
て
 
 

自
ら
税
金
を
払
込
ま
し
む
る
こ
と
と
し
之
が
納
税
告
知
の
手
数
を
省
略
す
る
こ
と
に
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
尚
納
期
は
従
来
の
通
り
翌
 
 

月
末
日
迄
と
致
し
て
居
り
ま
す
。
 
 
 

第
十
二
は
砂
糖
特
別
消
費
税
、
物
品
税
、
遊
興
飲
食
税
、
入
場
税
又
は
特
別
行
為
碗
の
徴
収
補
助
団
体
の
代
表
者
が
其
の
団
体
員
の
納
 
 

付
す
べ
き
税
金
を
取
纏
め
納
付
し
得
る
こ
と
を
規
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

従
来
徴
収
補
助
団
体
の
団
体
員
の
納
付
す
べ
き
税
金
に
付
て
ほ
其
の
代
表
者
に
対
し
一
括
納
税
告
知
を
為
し
相
当
手
数
の
簡
略
を
因
つ
 
 

て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
回
第
十
一
に
依
り
ま
し
て
一
部
間
接
税
に
付
て
申
告
納
税
制
虔
を
創
設
致
し
ま
し
た
の
に
伴
い
、
徴
収
補
 
 

助
団
体
の
場
合
も
其
の
代
表
者
が
団
体
員
の
碇
出
す
べ
き
課
税
標
準
額
の
申
告
書
を
取
纏
め
捷
出
す
る
と
き
は
税
務
署
長
の
納
税
告
知
を
 
 

待
た
ず
し
て
各
団
体
員
の
税
金
を
取
纏
め
納
付
し
得
る
事
と
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

第
十
三
は
遊
興
飲
食
税
に
於
け
る
納
税
切
符
の
使
用
を
停
止
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

即
ち
食
堂
等
客
の
混
雑
す
る
特
定
の
料
理
店
に
於
け
る
飲
食
の
料
金
に
し
て
一
人
一
回
十
円
未
満
の
も
の
に
対
し
て
ほ
階
級
定
額
税
に
 
 

依
り
納
税
切
符
を
交
付
せ
し
め
て
居
り
ま
す
が
、
納
税
切
符
の
印
刷
、
配
付
等
に
は
相
当
資
材
、
手
数
等
を
要
し
最
近
に
於
け
る
輸
送
等
 
 

の
実
情
に
顧
み
ま
し
て
も
到
底
之
を
継
続
し
て
使
用
せ
し
む
る
こ
と
ほ
困
難
な
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
す
の
で
今
回
之
に
関
す
る
規
定
を
 
 

使
用
し
な
い
こ
と
と
し
納
税
切
符
制
度
を
停
止
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

第
十
四
は
納
期
又
は
納
税
告
知
に
関
す
る
特
例
を
設
け
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
大
蔵
大
臣
又
は
税
務
署
長
ほ
事
態
急
迫
の
場
合
に
 
 

於
て
は
納
期
を
繰
下
げ
徴
収
の
猶
予
を
行
い
又
現
下
の
情
勢
に
顧
み
必
要
に
応
じ
納
税
団
体
に
対
し
団
体
具
に
対
す
る
納
税
告
知
を
一
括
 
 

し
て
行
い
得
る
途
を
拓
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 



第
十
五
は
台
湾
及
樺
太
に
於
て
本
要
綱
は
規
定
中
の
第
二
と
第
十
四
が
適
用
に
な
り
ま
す
関
係
上
此
の
部
分
に
対
し
税
目
又
は
行
政
官
 
 

庁
に
関
す
る
事
項
を
規
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
第
十
六
は
本
勅
令
の
実
施
の
時
期
を
規
定
し
第
十
七
は
昭
和
二
〇
年
分
よ
り
 
 

予
算
課
税
を
為
し
得
る
こ
と
を
決
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
第
十
八
は
本
年
の
所
得
調
査
委
員
全
閉
会
前
の
状
況
に
依
り
前
年
 
 

中
の
実
績
に
対
し
て
五
割
以
上
増
加
す
と
認
め
ら
る
る
者
及
本
年
二
月
一
日
以
後
新
に
資
産
又
は
事
業
を
存
す
る
に
至
っ
た
者
で
所
得
の
 
 

激
増
す
と
認
め
ら
る
る
の
に
付
て
は
本
年
は
所
得
調
査
委
員
会
が
終
了
致
し
て
屠
り
ま
す
関
係
上
所
得
調
査
委
員
会
の
調
査
に
依
ら
ず
し
 
 

て
政
府
に
於
て
決
定
し
得
る
と
謂
う
経
過
規
定
で
あ
り
ま
す
。
第
十
九
は
全
部
又
は
一
部
の
課
税
を
停
止
し
た
各
税
に
付
、
昭
和
二
〇
年
 
 

八
月
一
日
以
前
に
課
税
原
因
の
発
生
し
て
居
た
税
額
は
従
前
の
例
に
依
り
徴
収
す
る
と
謂
う
経
過
的
兢
定
で
あ
り
ま
す
。
（
終
）
 
 

戦
時
緊
急
措
置
法
二
基
ク
税
制
ノ
適
正
化
二
関
ス
ル
件
（
昭
和
二
〇
・
七
・
二
一
公
布
、
勅
令
四
二
三
号
）
 
 
 

第
一
条
 
戦
時
緊
急
措
置
法
第
一
条
ノ
親
定
二
基
ク
税
制
ノ
適
正
化
二
関
ス
ル
措
置
二
付
テ
ハ
本
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
ル
 
 

第
二
条
 
配
当
利
子
特
別
税
、
外
貨
債
特
別
税
、
建
築
税
、
有
価
証
券
移
転
税
、
電
気
瓦
斯
税
、
広
告
税
、
馬
券
税
及
印
紙
税
ハ
之
ヲ
課
セ
ス
 
 

第
三
条
 
税
務
署
長
ハ
其
年
中
ノ
営
業
ノ
所
得
、
純
益
又
ハ
利
益
金
額
ガ
前
年
中
ノ
営
業
ノ
所
得
、
純
益
又
ハ
利
益
金
額
二
対
シ
五
割
以
上
増
加
ス
ト
認
 
 
 

ム
ル
着
工
付
テ
ハ
其
年
ノ
予
算
二
依
り
所
得
、
純
益
、
又
ハ
利
益
金
額
ヲ
計
算
シ
甲
種
ノ
事
業
所
得
二
対
ス
ル
分
類
所
得
税
、
営
業
税
、
又
ハ
営
業
利
 
 
 

得
二
対
ス
ル
臨
時
利
得
税
ヲ
賦
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
其
年
一
月
一
日
以
後
新
二
営
業
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
リ
ク
ル
者
二
付
亦
同
シ
 
 

②
前
項
ノ
娩
定
ハ
税
務
署
長
二
於
テ
其
年
中
ノ
不
動
産
所
得
、
又
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
得
ノ
金
額
ガ
前
年
中
ノ
不
動
産
所
得
又
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
得
ノ
金
額
 
 
 

二
対
シ
五
割
以
上
増
加
ス
ト
認
ム
ル
者
及
其
年
一
月
一
日
以
後
新
二
資
産
又
ハ
事
業
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
リ
ク
ル
老
ノ
不
動
産
ナ
ル
所
得
又
ハ
乙
種
ノ
事
業
 
 
 

所
得
二
対
ス
ル
分
顆
所
得
税
二
付
之
ヲ
準
用
ス
 
 

第
四
条
 
税
務
署
長
ハ
其
年
分
ノ
所
得
、
純
益
又
ハ
利
益
金
額
ノ
決
定
後
其
年
ノ
予
算
二
依
り
計
算
シ
タ
ル
其
年
中
ノ
営
業
ノ
所
得
、
純
益
又
ハ
利
益
金
 
 
 

額
ガ
其
年
分
ノ
営
業
ノ
所
得
若
ハ
純
益
ノ
決
定
金
額
又
ハ
利
得
ノ
決
定
金
額
ノ
計
算
ノ
基
礎
ク
ル
利
益
金
額
二
対
シ
五
割
以
上
増
加
ス
ト
認
ム
ル
者
二
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六
 
 
 

付
テ
ハ
所
得
調
査
委
員
会
ノ
調
査
二
依
ラ
ス
シ
テ
其
増
加
ス
ト
認
ム
ル
所
得
、
純
益
、
又
ハ
利
得
金
額
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

②
前
項
ノ
規
定
ハ
税
務
署
長
二
於
テ
其
年
分
ノ
不
動
産
所
得
又
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
得
ノ
金
額
決
定
後
其
ノ
年
ノ
予
算
二
依
り
計
算
シ
タ
ル
年
其
年
中
ノ
不
 
 

動
産
所
得
又
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
得
ノ
金
額
ガ
其
年
分
ノ
不
動
産
所
得
又
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
得
ノ
決
定
金
額
二
対
シ
五
割
以
上
増
加
ス
ト
認
ム
ル
老
二
付
 
 
 

之
ヲ
準
用
ス
 
 

③
前
二
項
ノ
規
定
二
依
り
所
得
、
純
益
又
ハ
利
得
金
額
ヲ
決
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
税
務
署
長
ハ
之
ヲ
納
税
義
務
者
二
道
知
ス
ベ
シ
 
 

④
所
得
税
法
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
及
第
七
十
一
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
規
定
三
伏
り
通
知
シ
タ
ル
所
得
、
純
益
又
ハ
利
得
金
額
に
異
議
ア
ル
場
合
二
 
 
 

付
之
ヲ
準
用
ス
 
 

第
五
条
 
第
三
粂
又
ハ
前
条
ノ
規
定
ノ
適
用
ヲ
受
ケ
ク
ル
者
ノ
翌
年
分
ノ
不
動
産
所
得
著
ハ
事
業
所
得
二
対
ス
ル
分
類
所
得
税
、
営
業
税
又
ハ
営
業
利
益
 
 
 

二
対
ス
ル
臨
時
利
得
税
ノ
賦
課
二
付
テ
ハ
第
三
粂
二
該
当
セ
サ
ル
場
合
卜
錐
モ
其
年
ノ
予
算
二
倍
り
所
得
、
純
益
又
ハ
利
得
金
額
ヲ
計
算
ス
ル
コ
ト
ヲ
 
 
 

得
 
 

第
六
条
 
前
三
条
ノ
規
定
二
依
り
決
定
シ
タ
ル
所
得
若
ハ
純
益
金
額
又
ハ
利
得
金
額
ノ
計
算
ノ
基
礎
ク
ル
利
益
金
額
二
対
シ
其
年
中
ノ
所
得
、
純
益
又
ハ
 
 
 

利
益
金
額
ガ
三
割
以
上
減
少
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
所
得
、
純
益
又
ハ
利
得
金
額
ヲ
更
訂
ス
 
 

②
前
項
ノ
規
定
ハ
相
続
、
贈
与
又
ハ
営
業
継
続
二
田
ル
所
得
、
純
益
又
ハ
利
益
金
額
ノ
減
少
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ
 
 

③
第
一
項
ノ
親
定
ノ
適
用
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
老
ハ
所
得
、
．
純
益
又
ハ
利
益
三
関
ス
ル
計
算
書
ヲ
添
附
シ
翌
年
一
月
三
十
一
日
迄
二
其
旨
所
轄
税
務
署
二
申
 
 
 

請
ス
ベ
シ
 
 

④
臨
時
租
税
措
置
法
第
一
粂
ノ
l
一
十
六
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
規
定
二
依
り
所
得
、
純
益
又
ハ
利
得
金
額
ヲ
更
訂
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ
 
 

第
七
条
南
四
条
ノ
畢
疋
ハ
不
動
産
所
得
又
ハ
甲
種
若
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
得
二
該
当
ス
ル
所
得
二
対
ス
ル
綜
合
所
得
税
ノ
賦
課
二
仲
之
ヲ
準
用
ス
此
ノ
場
 
 
 

合
二
於
テ
ハ
不
動
産
所
得
二
該
当
ス
ル
所
得
、
甲
種
ノ
事
業
所
得
：
該
当
ス
ル
所
得
及
乙
種
事
業
所
得
二
該
当
ス
ル
所
得
ノ
金
額
ハ
各
別
二
之
ヲ
計
算
 
 
 

ス
 
 

第
八
条
 
所
得
税
法
第
二
十
四
条
第
一
項
ノ
控
除
ハ
毎
月
一
日
現
在
ノ
扶
養
家
族
二
付
之
ヲ
為
ス
 
 

第
九
条
 
甲
種
ノ
勤
労
所
得
二
対
ス
ル
分
類
所
得
税
ノ
徴
収
二
付
テ
ハ
徴
収
税
額
二
十
銭
未
満
ノ
端
数
ア
ル
ト
キ
ハ
其
端
数
ヲ
切
捨
ツ
 
 

第
十
条
 
甲
種
ノ
勤
労
所
得
二
対
ス
ル
分
顆
所
得
税
ハ
支
払
老
税
務
署
長
ノ
承
認
ヲ
受
ケ
≡
月
分
以
内
ヲ
取
纏
メ
納
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 
 



第
十
一
条
 
酒
税
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
、
清
涼
飲
食
税
法
第
六
条
第
一
項
本
文
、
砂
糖
消
費
税
法
第
七
条
ノ
四
第
一
項
本
文
、
物
品
税
法
第
八
条
 
 
 

第
一
項
、
遊
興
飲
食
税
法
第
五
条
第
一
項
本
文
、
入
場
税
法
第
六
条
ノ
二
第
一
項
本
文
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項
但
書
又
ハ
特
別
行
為
税
法
第
九
粂
第
 
 

一
項
本
文
ノ
申
告
ノ
期
限
ハ
之
ヲ
翌
月
末
日
迄
ト
ス
 
 

第
十
二
条
 
酒
税
、
清
涼
飲
料
税
、
砂
糖
特
別
消
費
税
、
物
品
税
、
遊
興
飲
食
税
、
入
場
税
、
特
別
入
場
税
、
又
ハ
特
別
行
為
税
ヲ
納
付
ス
べ
キ
時
期
ハ
 
 
 

前
条
酒
税
法
第
三
十
五
条
第
一
項
但
害
若
ハ
第
二
項
、
清
涼
飲
料
税
法
第
六
条
第
一
項
但
書
、
砂
糖
消
費
税
法
第
七
粂
ノ
四
第
一
項
但
書
、
物
品
税
法
 
 
 

第
八
条
第
二
項
、
遊
興
飲
食
税
法
第
五
条
第
一
項
但
書
、
入
場
税
法
第
六
条
ノ
二
第
一
項
但
書
、
若
ハ
第
十
四
条
第
一
項
本
文
、
又
ハ
特
別
行
為
税
法
 
 
 

第
九
粂
第
一
項
但
書
ノ
規
定
二
依
ル
申
告
卜
同
時
ト
ス
 
 

第
十
三
条
く
徴
収
補
助
団
体
ノ
代
表
者
ガ
第
十
一
条
ノ
申
告
書
ヲ
取
繹
メ
提
出
ス
ル
ト
キ
ハ
当
該
団
体
ノ
団
体
員
ノ
納
付
ス
べ
キ
砂
糖
特
別
消
費
税
、
物
 
 
 

品
税
、
遊
興
飲
食
税
、
入
場
税
又
ハ
特
別
行
為
税
ヲ
取
纏
メ
納
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

第
十
四
条
 
遊
興
飲
料
税
法
第
二
条
第
三
項
ノ
規
定
及
同
法
中
納
税
切
符
二
関
ス
ル
親
定
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
 
 

第
十
五
条
 
大
蔵
大
臣
又
ハ
税
務
署
長
ハ
己
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
り
国
税
二
付
納
期
若
ハ
納
税
ノ
告
知
二
閑
ス
ル
特
 
 
 

例
ヲ
設
ケ
又
ハ
其
徴
収
ヲ
猶
予
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

策
十
六
条
 
本
令
中
配
当
利
子
特
別
税
ト
ア
ル
ハ
樺
太
二
在
リ
テ
ハ
利
益
配
当
税
、
及
公
債
及
社
債
利
子
税
ト
シ
、
大
蔵
大
臣
又
ハ
税
務
署
長
ト
ア
ル
ハ
 
 
 

台
湾
二
在
リ
テ
ハ
台
湾
総
督
又
ハ
州
知
事
若
ハ
庁
長
、
樺
太
二
在
リ
テ
ハ
樺
太
庁
長
官
又
ハ
樺
太
庁
支
庁
長
ト
ス
 
 

本
令
ハ
昭
和
二
十
年
八
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
但
シ
台
湾
二
在
リ
テ
ハ
昭
和
二
十
年
九
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
 
 

第
三
条
及
第
四
条
（
第
七
粂
二
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
ノ
規
定
ハ
昭
和
二
十
年
分
ノ
所
得
税
、
営
業
税
、
及
臨
時
利
得
税
ヨ
リ
之
ヲ
適
用
ス
 
 

税
務
署
長
ハ
分
摂
所
得
税
、
営
業
税
又
ハ
営
業
利
得
二
対
ス
ル
臨
時
利
得
税
ノ
賦
課
二
付
昭
和
二
十
年
中
ノ
不
動
産
所
得
、
甲
種
若
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
 
 

得
、
純
益
又
ハ
利
益
金
額
力
前
年
中
ノ
不
動
産
所
得
、
甲
種
若
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
得
、
純
益
又
ハ
利
益
金
額
二
対
シ
五
割
以
上
増
加
ス
ト
認
ム
ル
老
ニ
シ
 
 

テ
第
四
条
ノ
規
定
二
該
当
七
サ
ル
モ
ノ
ノ
昭
和
二
十
年
分
ノ
不
動
産
所
得
、
甲
種
若
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
得
、
純
益
又
ハ
利
益
金
額
及
昭
和
二
十
年
一
月
一
 
 

五
六
七
 
 
 



五
六
八
 
 

日
以
降
新
二
資
産
又
ハ
事
業
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
リ
ク
ル
老
ノ
当
該
資
産
又
ハ
事
業
ヨ
リ
生
ズ
ル
昭
和
二
十
年
分
ノ
不
動
産
所
得
甲
種
若
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
 
 

得
、
純
益
又
ハ
利
益
金
額
を
予
算
二
依
り
計
算
シ
所
得
調
査
委
員
会
ノ
調
査
二
依
ラ
ズ
シ
テ
所
得
、
純
益
又
ハ
利
得
金
額
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

第
七
粂
後
段
及
前
項
ノ
競
走
ハ
税
務
署
長
二
於
テ
昭
和
二
十
年
中
ノ
不
動
産
所
得
又
ハ
甲
種
若
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
得
二
該
当
ス
ル
所
得
ガ
前
年
中
ノ
不
動
 
 

産
所
得
又
ハ
甲
種
宕
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
得
二
該
当
ス
ル
所
得
二
対
シ
五
割
以
上
増
加
ス
ト
認
ム
ル
老
ニ
シ
テ
第
七
粂
二
於
テ
準
用
ス
ル
第
四
条
ノ
規
定
二
 
 

該
当
セ
ザ
ル
モ
ノ
ノ
昭
和
二
十
年
分
ノ
不
動
産
所
得
又
ハ
甲
種
若
ハ
乙
種
ノ
事
業
所
得
二
該
当
ス
ル
所
得
二
対
ス
ル
綜
合
所
得
税
及
昭
和
二
十
年
一
月
一
 
 

日
以
後
新
】
、
l
資
産
又
ハ
事
業
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
リ
ク
ル
者
ノ
当
該
資
産
又
ハ
事
業
ヨ
リ
生
ズ
ル
昭
和
t
一
十
年
分
ノ
不
動
産
所
得
又
ハ
甲
種
若
ハ
乙
種
ノ
事
業
 
 

所
得
二
該
当
ス
ル
所
得
二
対
ス
ル
綜
合
所
得
税
ノ
賦
課
二
付
之
ヲ
準
用
ス
 
 

第
四
条
第
三
項
及
第
四
項
、
第
五
条
並
二
第
六
条
ノ
規
定
ハ
前
二
項
ノ
場
合
二
仲
之
ヲ
準
用
ス
 
 

本
令
施
行
前
二
課
シ
又
ハ
課
ス
べ
カ
リ
シ
配
当
利
子
特
別
税
、
．
外
貨
億
特
別
税
、
建
築
税
、
有
価
証
券
移
転
税
、
電
気
瓦
斯
税
、
広
告
税
、
馬
券
税
、
印
 
 

紙
税
及
遊
興
飲
食
税
二
付
テ
ハ
従
前
ノ
例
二
依
ル
 
 

昭
和
二
〇
年
勅
令
第
四
百
二
十
三
号
戦
時
緊
急
措
置
法
二
基
ク
税
制
ノ
適
正
化
二
閑
ス
ル
件
施
行
方
に
つ
い
て
 
 
 

◎
大
蔵
省
令
第
大
十
一
号
 
 

昭
和
二
十
年
勅
令
第
四
首
二
十
三
号
戦
時
緊
急
措
置
法
二
基
ク
税
制
ノ
適
正
化
二
関
ス
ル
件
施
行
方
左
ノ
通
り
定
ム
 
 
 

昭
和
二
十
年
七
月
二
十
一
日
 
 

大
蔵
大
臣
 
広
瀬
 
豊
作
 
 
 

昭
和
二
十
年
勅
令
第
四
首
二
十
三
号
戦
時
緊
急
措
置
法
二
基
ク
税
制
ノ
適
正
化
二
関
ス
ル
件
施
行
方
 
 
 

第
一
条
 
所
得
税
法
施
行
親
則
第
二
十
四
条
第
一
項
ノ
控
除
ハ
毎
月
一
日
現
在
ノ
扶
養
家
族
二
付
之
ヲ
為
ス
 
 

第
二
条
 
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
二
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
ル
申
請
書
ヲ
碇
出
シ
タ
ル
後
扶
養
家
族
二
兵
動
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
異
動
部
分
二
 
 
 

付
同
令
第
三
十
九
条
第
l
項
二
掲
ゲ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
申
請
書
ヲ
支
払
者
ヲ
異
ニ
ス
ル
毎
二
異
動
後
最
初
ノ
給
与
ノ
支
払
ヲ
受
ク
ル
日
ノ
前
日
迄
 
 
 



ニ
其
ノ
給
与
ノ
支
払
老
ヲ
経
由
シ
所
轄
税
務
署
二
提
出
ス
べ
シ
 
 

②
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
二
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
二
付
之
ヲ
準
用
ス
 
 

第
三
条
 
甲
種
ノ
勤
労
所
得
二
対
ス
ル
分
顆
所
得
税
ハ
支
払
者
税
務
署
長
ノ
承
認
ヲ
受
ケ
三
月
分
以
内
ヲ
取
纏
メ
払
込
ム
コ
ト
ヲ
得
 
 

第
四
条
戦
時
災
害
国
税
減
免
法
施
行
衆
則
第
十
条
ノ
規
定
ハ
昭
和
二
十
年
勅
令
第
四
車
重
二
号
夜
り
所
得
、
純
益
又
ハ
利
得
金
額
決
定
後
其
ノ
年
 
 
 

ノ
予
算
二
依
り
所
得
、
純
益
又
ハ
利
益
金
額
ヲ
計
算
シ
所
得
税
営
業
税
又
ハ
臨
時
利
得
税
ヲ
賦
課
ス
ル
場
合
二
於
テ
決
定
後
被
害
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
 
 
 

被
害
ヲ
受
ケ
ク
ル
年
分
ノ
所
得
、
純
益
又
ハ
利
益
金
額
ヲ
計
算
ス
ル
場
合
二
仲
之
ヲ
適
用
ス
 
 

第
五
条
昭
和
二
十
年
勅
令
第
四
首
二
十
三
号
第
十
二
条
ノ
規
定
二
依
り
酒
税
、
清
涼
飲
料
税
、
砂
糖
特
別
消
費
税
、
物
品
税
、
遊
興
飲
食
税
、
入
場
税
 
 

特
別
入
場
税
又
ハ
特
別
行
為
税
ヲ
納
付
ス
ル
場
合
二
於
ケ
ル
納
付
場
所
ハ
最
寄
ノ
日
本
銀
行
本
店
、
支
店
又
ハ
代
理
店
ト
ス
此
ノ
場
合
こ
於
テ
添
附
ス
 
 
 

べ
キ
納
付
書
ハ
国
税
徴
収
法
施
行
細
則
第
八
号
書
式
二
依
ル
 
 

第
六
条
大
蔵
大
臣
又
ハ
税
務
署
長
ハ
事
態
急
迫
ノ
為
緊
急
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
国
税
二
付
納
期
ノ
特
例
ヲ
設
ク
ル
事
ヲ
得
 
 

②
前
項
ノ
特
例
ハ
大
蔵
大
臣
乏
ヲ
告
示
シ
税
務
署
長
之
ヲ
公
示
ス
 
 

第
七
条
 
税
務
署
長
ハ
事
態
急
迫
ノ
為
メ
緊
急
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
国
税
ノ
徴
収
ヲ
猶
予
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

第
八
条
 
国
税
徴
収
法
第
五
条
ノ
規
定
二
依
り
市
町
村
二
於
テ
徴
収
ス
べ
キ
国
税
二
付
テ
ハ
納
税
団
体
ノ
代
表
者
ハ
当
該
団
体
ノ
団
体
員
ノ
納
付
ス
べ
キ
 
 
 

国
税
二
付
代
表
者
二
於
テ
取
纏
メ
納
付
ス
べ
キ
旨
ヲ
当
該
市
町
村
ヲ
経
由
シ
所
轄
税
務
署
長
二
申
請
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

②
前
項
ノ
申
請
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
市
町
村
長
ハ
納
税
団
体
ノ
代
表
者
二
対
シ
当
該
団
体
ノ
団
体
員
ノ
納
付
ス
べ
キ
税
額
ノ
合
計
額
、
納
期
日
及
納
付
場
所
 
 
 

ヲ
指
定
シ
各
団
体
員
ノ
納
付
ス
べ
キ
税
額
ノ
内
訳
ヲ
添
附
シ
テ
納
税
ノ
告
知
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
 
 

③
前
項
ノ
親
定
二
依
り
代
表
者
晶
シ
告
知
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
国
税
徴
収
法
第
六
条
ノ
規
定
二
依
り
告
知
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
 
 

第
九
条
 
樺
太
二
在
リ
テ
ハ
本
令
中
大
蔵
大
臣
又
ハ
税
務
署
長
ト
ア
ル
ハ
樺
太
庁
長
官
又
ハ
樺
太
庁
支
庁
長
ト
ト
シ
税
務
署
ト
ア
ル
ハ
樺
太
庁
支
庁
ト
ス
 
 

本
令
ハ
昭
和
二
十
年
八
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
 
 

三
、
税
務
行
政
簡
素
化
の
た
め
の
改
正
 
 

五
六
九
 
 
 



五
七
〇
 
 

戦
時
緊
急
措
置
的
状
況
は
、
さ
ら
に
深
刻
の
度
を
加
え
、
税
務
行
政
上
一
層
簡
素
化
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
所
得
 
 
 

税
法
施
行
規
則
等
の
改
正
が
行
わ
れ
、
七
月
二
〇
日
施
行
さ
れ
た
。
以
下
そ
の
大
要
を
述
べ
る
。
 
 
 

H
 
所
得
税
に
つ
い
て
 
 

綜
合
所
得
税
の
課
税
資
料
で
あ
る
無
記
名
公
社
債
利
子
等
の
支
払
調
書
の
埴
出
限
度
額
の
引
上
げ
を
行
い
、
官
民
相
互
の
手
数
を
省
略
 
 

す
る
こ
と
。
 
 
 

0
 
遊
興
飲
食
税
に
つ
い
て
 
 

イ
、
料
理
店
等
の
経
営
者
の
申
告
書
提
出
期
限
を
当
該
月
の
末
日
ま
で
に
延
長
し
た
こ
と
。
 
 

ロ
、
料
理
店
等
の
経
営
者
が
遊
興
飲
食
、
宿
泊
の
料
金
を
領
収
し
た
と
き
は
、
支
払
者
に
料
金
領
収
証
を
交
付
す
る
こ
と
と
し
、
税
務
署
 
 
 

長
が
特
に
必
要
あ
り
と
す
る
と
き
は
、
納
税
証
紙
を
舶
用
さ
せ
る
こ
と
に
改
正
し
た
。
 
 

関
係
法
令
次
の
と
お
り
。
 
 

所
得
税
法
施
行
規
則
等
改
正
（
昭
和
二
〇
・
七
二
一
〇
日
公
布
、
八
月
一
日
ヨ
リ
施
行
勅
令
第
四
二
五
号
）
 
 

第
一
条
 
所
得
税
法
施
行
親
則
中
左
ノ
通
改
正
ス
 
 
 

第
九
十
条
但
書
中
「
十
五
円
」
ヲ
「
五
十
円
」
ニ
改
ム
 
 
 

第
九
十
二
条
中
「
百
円
未
満
ナ
ル
モ
ノ
並
ニ
」
ヲ
「
三
富
円
未
満
ナ
ル
キ
ノ
、
法
人
ノ
利
益
若
ハ
利
息
ノ
配
当
又
ハ
剰
余
金
ノ
分
配
ニ
シ
テ
一
回
ノ
支
 
 
 

払
金
額
七
十
円
未
満
ナ
ル
モ
ノ
及
」
ニ
改
ム
 
 

第
二
条
 
遊
興
飲
食
税
法
施
行
規
則
中
左
ノ
通
改
正
ス
 
 
 

第
六
条
第
二
項
中
「
十
日
」
ヲ
「
末
日
」
ニ
改
ム
 



第
九
条
ノ
二
 
税
務
署
長
ハ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
遊
興
飲
食
税
税
法
第
一
条
第
一
項
二
親
定
ス
ル
場
所
ノ
経
営
者
二
対
シ
遊
興
飲
食
又
ハ
宿
泊
 
 

ノ
料
金
ヲ
領
収
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
大
蔵
大
臣
ノ
定
ム
ル
料
金
領
収
書
ヲ
支
払
老
二
交
付
シ
又
ハ
其
ノ
料
金
領
収
苧
一
当
該
料
金
二
対
ス
ル
遊
興
飲
食
税
額
 
 

二
相
当
ス
ル
金
額
ヲ
表
示
ス
ル
納
税
証
紙
ヲ
貼
用
ス
べ
キ
コ
ト
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

前
項
ノ
規
定
二
依
り
料
金
領
収
書
ヲ
支
払
者
二
交
付
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
写
ヲ
保
存
ス
べ
シ
但
シ
税
務
署
長
ノ
承
認
ヲ
受
ケ
ク
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
二
在
 
 

ラ
ズ
 
 

附
 
則
 
 

本
令
ハ
昭
和
二
十
一
年
八
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
 
 

戦
時
緊
急
措
置
関
係
法
令
 
 
 

一
戟
時
緊
急
措
置
法
 
 

二
 
戦
時
緊
急
措
置
法
施
行
期
日
ノ
件
 
 

三
 
戦
時
緊
急
措
置
法
ヲ
朝
鮮
及
台
湾
二
施
行
ス
ル
ノ
件
 
 

四
 
戦
時
緊
急
措
置
法
施
行
令
 
 

五
 
戦
時
緊
急
措
置
委
員
会
官
制
 
 

六
 
樺
太
二
於
ケ
ル
税
制
ノ
適
正
化
二
関
ス
ル
件
 
 

戦
時
緊
急
措
置
法
（
昭
和
二
〇
・
六
・
二
一
公
布
六
二
二
二
施
行
、
法
律
第
三
八
号
）
 
 
 

〔
授
権
の
範
囲
〕
 
 

五
七
一
 
 
 



五
七
二
 
 

第
パ
ー
条
 
大
東
亜
戦
争
二
際
シ
国
家
ノ
危
急
ヲ
克
服
ス
ル
為
儲
急
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
政
府
ハ
他
ノ
法
令
ノ
規
定
二
拘
ラ
ズ
左
ノ
各
号
二
掲
グ
ル
事
琴
一
 
 
 

関
シ
応
機
ノ
措
置
ヲ
講
ズ
ル
為
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
発
シ
又
ハ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
 
 

一
軍
需
生
産
ノ
維
持
及
増
強
 
 
 

二
 
食
糧
其
ノ
他
生
活
必
需
物
資
ノ
確
保
 
 
 

三
 
運
輸
通
信
′
維
持
及
増
強
 
 
 

四
 
防
衛
ノ
強
化
及
秩
序
ノ
維
持
 
 
 

五
 
税
制
ノ
適
正
化
 
 
 

六
 
戦
災
ノ
善
後
措
置
 
 
 

七
 
其
ノ
他
戦
力
ノ
集
中
発
揮
二
必
要
ナ
ル
事
項
ニ
シ
テ
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
モ
ノ
 
 
 

〔
損
失
補
償
〕
 
 

第
二
条
 
政
府
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
り
前
条
ノ
競
走
二
基
キ
テ
発
ス
ル
命
令
二
依
り
為
ス
処
分
又
ハ
同
条
ノ
規
定
三
伏
り
為
ス
処
分
二
困
り
生
ジ
ク
 
 
 

ル
挽
失
ヲ
補
償
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 

〔
罰
則
〕
 

第
三
条
 
第
一
条
ノ
規
定
二
基
キ
テ
発
ス
ル
命
令
者
ハ
之
二
依
り
為
ス
処
分
又
ハ
同
条
ノ
規
定
二
依
り
為
ス
処
分
二
違
反
シ
タ
ル
者
ハ
十
年
以
下
ノ
懲
役
 
 
 

又
ハ
十
万
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス
 
 

②
第
一
条
ノ
規
定
二
基
キ
テ
発
ス
ル
命
令
二
依
り
為
ス
処
分
又
ハ
同
条
ノ
規
定
二
依
り
為
ス
処
分
ヲ
拍
ミ
、
妨
ゲ
又
ハ
忌
避
シ
タ
ル
老
ハ
三
年
以
下
ノ
懲
 
 
 

役
、
五
千
円
以
下
ノ
罰
金
又
ハ
拘
留
若
ハ
科
料
二
処
ス
 
 

③
国
家
総
動
員
法
第
三
十
五
条
、
第
四
十
八
条
及
第
四
十
九
条
ノ
規
定
ハ
誠
二
項
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス
 
 
 

〔
諮
問
〕
 
 

第
四
条
 
第
一
粂
ノ
規
定
二
基
ク
措
置
ニ
シ
テ
重
要
ナ
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
り
之
ヲ
戦
時
緊
急
措
置
委
員
会
二
諮
問
ス
べ
シ
但
シ
己
 
 
 

ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
事
後
二
之
ヲ
報
告
ス
べ
シ
 
 

②
戦
時
緊
急
措
置
委
員
会
二
閑
ス
ル
規
定
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
 
 
 



戦
時
緊
急
措
置
法
ヲ
朝
鮮
及
台
湾
二
施
行
ス
ル
ノ
件
、
（
公
布
昭
和
二
〇
・
・
六
・
一
り
一
ひ
日
官
報
六
月
二
二
日
勅
令
第
三
七
七
号
）
 
 
 

戦
時
緊
急
措
置
法
ハ
之
ヲ
軌
鮮
及
台
湾
二
施
行
ス
 
 

附
 
則
 

本
令
ハ
昭
和
二
十
年
六
月
二
十
三
日
ヨ
リ
乏
ラ
施
行
ス
 

戦
時
緊
急
措
置
法
施
行
令
（
公
布
昭
和
二
〇
二
ハ
ニ
ー
∨
一
日
官
報
六
月
二
二
日
勅
令
第
三
七
八
号
）
 
 
 

第
「
条
 
戦
時
緊
急
措
置
法
（
以
下
法
卜
称
ス
）
第
一
条
ノ
親
寧
－
基
ク
措
置
ハ
概
ネ
左
ノ
各
号
二
掲
グ
ル
事
項
二
付
之
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス
 
 

一
業
務
ノ
開
始
及
廃
止
、
業
務
ノ
運
営
並
三
業
務
従
事
者
ノ
懲
戒
 
 
 

二
 
事
業
体
ノ
組
織
、
事
業
体
ノ
間
二
於
ケ
ル
協
力
並
三
事
業
体
ノ
管
理
、
使
用
及
収
用
 
 
 

三
 
勤
労
、
物
資
（
電
気
ヲ
含
ム
以
下
同
ジ
）
、
動
力
及
資
金
ノ
整
備
∵
物
資
ノ
所
持
及
処
分
並
二
物
資
及
動
力
ノ
管
理
、
使
用
及
収
用
 
 
 

四
 
土
地
、
工
作
物
、
立
木
1
設
備
及
施
設
ノ
新
設
、
拡
張
、
改
良
、
維
持
、
交
換
、
分
合
、
処
分
、
管
理
、
使
用
及
収
用
 
 

五
七
三
 
 
 

〔
勅
令
へ
の
委
任
〕
 
 

第
五
条
 
本
法
施
行
二
閑
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
 
 

本
法
施
行
ノ
期
日
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
（
昭
和
二
〇
・
六
二
≡
、
勅
令
三
七
六
号
）
 
 

戦
時
緊
急
措
置
法
施
行
期
日
ノ
件
（
公
布
昭
和
二
〇
・
六
ニ
ー
〇
、
官
報
六
月
二
二
日
勅
令
第
三
七
六
号
）
 
 
 

戦
時
緊
急
措
置
法
ハ
昭
和
二
十
年
六
月
二
十
二
首
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
 
 



五
七
四
 
 

五
 
億
利
ノ
得
喪
、
変
更
、
行
使
、
使
用
及
収
用
 
 
 

六
 
法
人
ノ
設
立
、
合
併
、
解
散
及
目
的
変
更
 
 
 

七
 
価
格
、
賃
金
其
ノ
他
ノ
財
産
的
給
付
ノ
契
約
、
支
払
及
受
領
 
 
 

八
 
人
ノ
移
動
及
居
住
 
 

九
 
報
告
ノ
徴
収
及
臨
検
検
査
 
 
 

十
 
統
制
、
取
締
等
二
閑
ス
ル
法
令
ノ
特
例
及
適
用
排
除
 
 
 

十
一
其
ノ
地
主
務
大
臣
内
閣
総
理
大
臣
卜
協
議
シ
テ
定
ム
ル
事
項
 
 

②
法
第
一
条
第
五
号
ノ
税
制
ノ
適
正
化
二
関
シ
必
要
ナ
ル
措
置
二
付
テ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
 
 

琴
〓
条
 
法
第
一
条
ノ
規
定
二
基
ク
措
置
ハ
勅
令
二
俵
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
主
務
大
臣
及
地
方
絵
監
之
ヲ
為
ス
但
シ
地
方
給
監
ハ
事
態
急
迫
ノ
為
交
通
又
 
 
 

ハ
通
信
困
難
二
為
リ
ク
ル
場
合
其
ノ
他
己
ム
コ
ト
ヲ
待
ザ
ル
場
合
二
於
テ
之
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス
 
 

第
三
条
 
法
第
二
条
ノ
規
定
二
依
り
補
償
ス
べ
キ
損
失
ハ
通
常
生
ズ
べ
キ
損
失
ト
ス
 
 

②
法
第
二
条
ノ
損
失
補
償
ヲ
為
ス
べ
キ
場
合
及
前
項
ノ
損
失
ヲ
決
定
ス
ル
基
準
ハ
主
務
大
臣
大
蔵
大
臣
卜
協
議
シ
テ
之
ヲ
定
ム
 
 

③
前
二
項
二
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
第
二
粂
ノ
損
失
補
償
二
閑
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
主
務
大
臣
之
ヲ
定
ム
 
 

第
四
条
 
法
第
一
粂
ノ
親
定
二
基
キ
テ
発
ス
ル
命
令
ニ
シ
テ
法
律
ヲ
以
テ
帝
国
議
会
ノ
協
賛
ヲ
経
べ
キ
モ
ノ
ニ
係
ル
モ
ノ
及
之
二
準
ズ
ル
同
条
ノ
命
令
及
 
 
 

処
分
並
二
同
条
第
七
号
ノ
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
事
項
二
付
テ
ハ
軍
機
二
閑
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
主
務
大
臣
戦
時
緊
急
措
置
委
員
会
二
諮
問
ス
べ
シ
 
 
 

但
シ
己
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
事
後
二
之
ヲ
報
告
ス
べ
シ
 
 

第
五
条
 
法
第
一
条
ノ
規
定
二
基
キ
テ
発
ス
ル
命
令
又
ハ
同
条
ノ
親
定
二
依
り
為
ス
処
分
ニ
ハ
同
条
ノ
規
定
二
基
キ
テ
発
シ
又
ハ
同
条
ノ
規
定
二
依
り
為
 
 
 

ス
モ
ノ
ナ
ル
旨
ヲ
明
示
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
 
 

第
六
条
 
第
一
条
第
二
項
中
勅
令
ト
ア
ル
ハ
朝
鮮
二
在
リ
テ
ハ
制
令
ヲ
以
テ
規
定
シ
得
ル
事
項
二
付
テ
ハ
朝
鮮
総
督
府
令
、
台
湾
二
在
リ
テ
ハ
律
令
ヲ
以
 
 
 

テ
規
定
シ
得
ル
事
項
二
付
テ
ハ
台
湾
総
督
府
令
ト
ス
 
 

②
第
四
条
中
主
務
大
臣
ト
ア
ル
ハ
法
第
一
条
ノ
親
定
二
基
ク
朝
鮮
総
督
又
ハ
台
湾
総
督
ノ
措
置
二
付
テ
ハ
内
務
大
臣
ト
ス
 
 

③
前
項
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
本
令
中
主
務
大
臣
ト
ア
ル
ハ
朝
鮮
総
督
ノ
所
管
二
属
ス
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
朝
鮮
総
督
、
台
湾
総
督
ノ
所
管
二
属
ス
ル
モ
ノ
ニ
 
 
 



付
テ
ハ
台
湾
総
督
ト
ス
 
 

附
 
則
 
 

本
令
ハ
戦
時
緊
急
措
置
法
施
行
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
 
 

戦
時
緊
急
措
置
委
員
会
官
制
（
公
布
昭
和
二
〇
・
六
・
二
八
、
官
報
六
二
元
勅
令
第
三
八
九
号
）
 
 

第
＝
朱
戦
時
緊
急
措
置
委
員
会
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ノ
監
督
こ
属
シ
戦
時
緊
急
措
置
法
第
四
条
及
戦
時
緊
急
措
置
法
施
行
令
第
四
条
ノ
競
軍
産
り
其
ノ
 
 
 

権
限
二
属
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
ル
事
項
ヲ
審
議
ス
 
 

②
委
員
会
ハ
戦
時
緊
急
措
置
法
ノ
施
行
二
関
ス
ル
重
要
事
項
二
付
関
係
各
大
臣
二
建
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

第
二
条
 
委
員
会
ハ
委
員
二
十
四
人
以
内
ヲ
以
テ
組
識
ス
 
 

②
委
員
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ノ
季
語
二
依
り
貴
族
院
議
員
及
衆
議
院
議
員
ノ
中
ヨ
リ
内
閣
二
於
テ
之
ヲ
命
ズ
 
 

第
三
条
委
員
ノ
任
期
二
年
ト
ス
但
シ
特
別
ノ
事
由
ア
ル
場
合
二
於
テ
ハ
任
期
中
之
ヲ
解
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
 
 

第
四
条
 
委
員
会
二
議
長
ヲ
置
ク
 
 

②
議
長
ハ
委
員
ノ
互
選
ト
ス
 
 

③
議
長
ハ
会
務
ヲ
経
理
ス
 
 

④
議
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
議
長
ノ
括
名
ス
ル
委
員
其
ノ
職
務
ヲ
代
理
ス
 
 

第
五
条
 
委
員
ハ
其
ノ
職
務
二
関
シ
知
得
シ
タ
ル
秘
密
ヲ
厳
守
ス
べ
シ
 
 

第
六
条
委
員
会
二
幹
事
及
幹
事
補
佐
ヲ
置
ク
内
閣
総
理
大
臣
ノ
率
請
二
依
り
内
閣
二
於
テ
之
ヲ
命
ズ
 
 

②
幹
事
ハ
議
長
ノ
捨
揮
ヲ
承
ケ
庶
務
ヲ
整
理
ス
 
 

③
幹
事
補
佐
ハ
上
司
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
幹
事
ヲ
佐
ク
 
 

第
七
条
 
委
員
会
二
書
記
ヲ
置
ク
内
閣
二
於
テ
之
ヲ
命
ズ
 
 

②
書
記
ハ
上
司
ノ
拾
揮
ヲ
承
ケ
庶
務
二
従
事
ス
 
 

五
七
五
 
 
 



五
七
六
 
 

附
 
則
 
 

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
 
 

樺
太
二
於
ケ
ル
税
制
ノ
適
正
化
二
関
ス
ル
件
（
公
布
昭
和
二
？
七
三
○
、
官
報
七
二
＝
勅
令
四
二
四
号
）
 
 

樺
太
晶
ケ
ル
租
税
二
閲
す
か
事
項
ニ
シ
テ
左
二
掲
グ
ル
モ
′
ニ
付
テ
ハ
他
ノ
勅
令
＝
拘
ラ
ズ
樺
太
庁
長
官
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
是
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

一
昭
和
二
十
年
勅
令
第
四
車
重
二
号
〔
戦
時
緊
急
措
置
法
こ
基
ク
税
制
ノ
適
正
化
二
閑
ス
ル
件
〕
毒
ジ
第
三
種
ノ
所
得
1
嘉
ス
ル
所
得
税
又
ハ
 
 
 

営
業
所
得
二
対
ス
ル
所
得
税
又
ハ
営
業
利
得
二
対
ス
ル
臨
時
利
得
税
ヲ
賦
課
ス
ル
コ
ト
 
 

ニ
昭
和
二
十
年
勅
令
第
四
首
二
十
三
号
1
壷
ジ
物
品
税
、
遊
興
飲
食
税
、
入
場
税
、
特
別
入
場
税
又
ハ
特
別
行
為
税
ヲ
納
付
セ
シ
メ
ル
コ
ト
 
 
 

本
令
ハ
昭
和
二
十
年
八
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
 
 

結
 
 
 

前
号
及
び
本
号
に
わ
た
つ
て
、
昭
和
二
〇
年
の
税
制
改
正
に
関
す
る
諸
資
料
を
と
り
ま
と
め
た
。
 
 

特
に
、
戦
時
緊
急
措
置
法
の
公
布
、
施
行
に
伴
な
い
、
税
制
の
上
に
も
、
新
し
い
考
え
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
い
 
 

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
将
来
、
す
な
わ
ち
、
昭
和
二
二
年
所
得
税
法
の
予
算
課
税
へ
と
下
地
的
に
は
連
が
っ
て
い
く
よ
う
に
も
田
芸
 
 

れ
る
。
と
も
あ
れ
、
昭
和
二
〇
年
後
半
の
税
制
改
正
は
、
戦
時
緊
急
措
置
法
公
布
時
ま
で
の
改
正
と
は
質
を
異
に
す
る
。
 
 

稿
を
改
め
て
、
次
回
に
お
い
て
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
で
昭
和
二
〇
年
戦
時
期
の
税
制
改
 
 

革
に
関
す
る
稿
を
と
じ
る
。
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